
保
障
お
よ
び
回
復
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｄ
─
８
は
後
述
の
５
つ
の
任
務
領
域

―
予
防
・
防
御
・
減
災
・
対
応
・
復
旧
―
に

つ
い
て
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
防
災
を

確
実
強
固
な
も
の
に
す
べ
く
、
国
の
集
団
的

な
取
り
組
み
を
説
明
し
指
導
す
る
た
め
の
、

一
連
の
政
策
お
よ
び
計
画
立
案
文
書
の
策
定

を
義
務
付
け
て
い
る
。

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
は
、
国
家
防
災
目
標（
ゴ
ー
ル
）に

示
さ
れ
た
中
核
的
対
応
力
を
国
が
構
築
／
維

持
／
展
開
す
る
た
め
の
原
則
を
設
定
し
て
い

る
。
ゴ
ー
ル
は
、
安
全
で
回
復
力
の
あ
る
国

家
で
あ
る
た
め
に
、
５
つ
の
任
務
領
域
の
全

て
で
国
が
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力

と
成
果
を
定
め
て
い
る
。

（
２
）５
つ
の
任
務
領
域

①
予
防（P

revention

）：

現
実
に
起
こ
っ
た
、
ま
た
は
起
こ
る
恐
れ

の
あ
る
テ
ロ
行
為
を
、
回
避
／
予
防
／
阻

止
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
。
Ｐ
Ｐ
Ｄ
─

８
の
定
義
で
は
、「
予
防
」と
い
う
用
語
は
、

切
迫
し
た
脅
威
を
予
防
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

②
防
御（P

rotection

）：

テ
ロ
行
為
や
人
災
や
自
然
災
害
か
ら
国
土

を
守
る
た
め
に
必
要
な
能
力
。

③
減
災（M

itigation

）：

災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
し
、
生
命
や
財

産
の
損
失
を
減
ら
す
た
め
に
必
要
な
能
力
。

④
対
応（R
esponse

）：

イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
発
生
後
に
、
生
命
を
救

い
、
財
産
と
環
境
を
守
り
、
人
間
の
基
本

的
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
能
力
。

⑤
復
旧（R

ecovery

）：

イ
ン
シ
デ
ン
ト
で
被
害
を
受
け
た
地
域
社

会
が
効
率
よ
く
復
旧
す
る
の
を
支
援
す
る

た
め
に
必
要
な
能
力
。

（
３
）目
的

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
は
、
災
害
や
異
常
事
態
に
対
す
る

国
家
の
対
応
指
針
で
あ
る
。
国
家
規
模
の
重

要
な
役
割
と
責
任
に
応
え
る
た
め
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ

ス
テ
ム
（
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）＊
が
定
め
る
、
拡
張
性

／
柔
軟
性
／
適
応
性
の
あ
る
概
念
に
基
づ
き

構
築
さ
れ
て
い
る
。

　
（
＊
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
に
つ
い
て
は
前
号
を
参
照
）

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
は
、
深
刻
で
は
あ
る
が
単
な
る
地

方
レ
ベ
ル
の
事
態
か
ら
、
大
規
模
な
テ
ロ
攻

撃
な
い
し
は
破
滅
的
な
自
然
災
害
に
至
る
ま

で
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理
に
お
け
る
、
具
体

的
な
典
拠
や
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
記
述

す
る
。

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
で
言
う
「
対
応
（Response

）」
と

い
う
用
語
に
は
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
発
生
後
に

行
わ
れ
る
以
下
の
活
動
が
含
ま
れ
る
。

●
生
命
を
救
う
こ
と

●
財
産
お
よ
び
環
境
を
守
る
こ
と

●
地
域
社
会
を
安
定
化
す
る
こ
と

●
人
間
の
基
本
的
欲
求
を
満
た
す
こ
と

　

さ
ら
に
、

●
緊
急
事
態
計
画
を
遂
行
す
る
こ
と

●
短
期
的
な
回
復
の
援
助
活
動
を
行
う
こ
と

　

も「
対
応
」に
含
ま
れ
る
。

的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

　

連
邦 
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
対
応
の
中
核
的

能
力
を
構
築
／
維
持
／
展
開
す
る
た
め
の
、

唯
一
で
は
な
い
が
主
要
な
連
携
体
制
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
※
が
定
め

る
イ
ン
シ
デ
ン
ト
対
応
に
お
け
る
、
極
め
て

重
要
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
ま
た
他
の
イ
ン

シ
デ
ン
ト
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
多
く
は
、
中
核
的
対

応
力
の
相
当
部
分
を
援
助
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
省
庁
の
責
任
と
同
じ
く
、
中
核
的
能

力
を
超
え
て
そ
の
他
の
対
応
活
動
を
援
助
す

る
、
連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
に
関
連
し
た
責
任

と
活
動
も
あ
る
。

　

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
連
邦
政
府
の
省

庁
の
能
力
と
、
そ
の
他
の
国
家
レ
ベ
ル
の
資

産
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｆ
が
立
脚

す
る
の
は
単
一
省
庁
の
能
力
で
は
な
く
、
ま

た
ど
の
単
一
省
庁
も
そ
の
機
能
に
つ
い
て
責

任
を
果
た
せ
な
い
。
一
方
、
連
邦
政
府
の
Ｅ

Ｓ
Ｆ
は
、
中
核
的
能
力
の
提
供
と
効
果
的
な

対
応
の
援
助
の
た
め
に
協
働
す
る
組
織
集
団

で
あ
る
。

　

前
述
の
通
り
、
多
く
の
州
政
府
や
地
方
政

府
が
Ｅ
Ｓ
Ｆ
体
制
を
導
入
し
整
備
し
て
き
て

い
る
。
州
政
府
や
地
方
政
府
は
そ
れ
ぞ
れ
に

特
有
の
リ
ス
ク
や
要
求
に
基
づ
き
Ｅ
Ｓ
Ｆ
を

構
築
す
る
の
で
、
連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
と
の

間
に
義
務
的
な
、
ま
た
は
直
接
の
つ
な
が
り

は
な
い
。
州
政
府
や
地
方
政
府
は
、
自
ら
が

利
用
す
る
あ
ら
ゆ
る
連
携
プ
ロ
セ
ス
に
、
地

域
全
体
の
構
成
員
を
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
推

奨
さ
れ
る
。

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
災
害
や
非

常
事
態
に
対
し
、
そ
の
規
模
や
範
囲
や
複
雑

さ
に
関
わ
ら
な
い
対
処
の
原
則
を
示
し
て
い

る
。

　

こ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
あ
ら
ゆ
る
レ

ベ
ル
の
政
府
（
地
方
／
州
／
部
族
／
準
州
／

島
嶼
地
域
／
連
邦
）
が
こ
れ
ま
で
構
築
し
、

時
間
を
か
け
て
成
熟
さ
せ
て
き
た
共
通
の
対

応
規
範
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
説
明
し

て
い
る
。

　

ゴ
ー
ル
を
達
成
す
る
た
め
の
、
Ｎ
Ｒ
Ｆ
の

目
的
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

●
実
際
の
、
ま
た
は
潜
在
的
な
イ
ン
シ
デ
ン

ト
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
地
域
／
州
／

部
族
／
準
州
／
島
嶼
地
域
／
連
邦
の
各

政
府
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
、
拡
張
性

／
柔
軟
性
／
適
応
性
の
あ
る
連
携
体
制
、

お
よ
び
地
域
全
体
の
能
力
を
統
合
す
る

重
要
な
役
割
お
よ
び
責
任
に
つ
い
て
記
述

す
る
こ
と

●
中
核
的
対
応
力
の
展
開
を
事
前
に
準
備
す

る
た
め
に
必
要
な
段
階
を
、
地
域
全
体
に

わ
た
っ
て
記
述
す
る
こ
と

●
対
応
任
務
の
領
域
内
で
、
活
動
を
統
合
し

連
携
を
促
進
す
る
こ
と

●
あ
る
対
応
任
務
領
域
が
他
の
任
務
領
域
と

ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
、
お
よ
び

そ
の
対
応
の
中
核
的
対
応
力
と
他
の
任
務

領
域
の
中
核
的
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
概

要
を
述
べ
る
こ
と

●
対
応
を
補
完
す
る
、
連
邦
省
庁
間
運
用
計

画
（
Ｆ
Ｉ
Ｏ
Ｐ
）
の
発
展
の
基
礎
を
築
き
、

そ
の
指
針
を
原
則
の
形
で
与
え
る
こ
と

（
４
）構
成

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
の
文
書
は
、
基
本
文
書
と
、
そ
れ

に
ぶ
ら
下
が
る
三
つ
の
付
属
書
（
Ｅ
Ｓ
Ｆ
付

属
書
、
援
助
付
属
書
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
付
属

書
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
付
属
書
に
は

実
践
の
た
め
の
詳
細
情
報
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。

（
０
）Ｎ
Ｒ
Ｆ
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｆ

　

前
述
の
通
り
、
Ｎ
Ｒ
Ｆ
の
中
に
お
い
て
、

Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
「
連
邦
政
府
」
の
「
役
割
と
責
任
」

の
主
要
部
を
占
め
る
要
素
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
Ｎ
Ｒ
Ｆ
基
本
文
書
に
お
け
る

Ｅ
Ｓ
Ｆ
関
連
の
記
述
の
抄
訳
を
中
心
に
説
明

す
る
。

　

な
お
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
後
述
の
通
り
15
の
機

能
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
原
文
で
は
、
複
数

の
機
能
を
集
合
的
に
言
う
場
合
は
「
Ｅ
Ｓ
Ｆ

ｓ
」、
個
々
の
機
能
を
言
う
場
合
は「
Ｅ
Ｓ
Ｆ
」

と
表
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
い
ず
れ
も

「
Ｅ
Ｓ
Ｆ
」と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
１
）概
説

　

連
邦
政
府
お
よ
び
多
く
の
州
政
府
は
、
対

応
の
資
源
と
能
力
を
Ｅ
Ｓ
Ｆ
体
制
下
に
組
織

し
て
い
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
資
源
を
束
ね
て
管

理
し
中
核
的
能
力
を
発
揮
す
る
た
め
の
効
果

連
邦
政
府

●
中
核
能
力

対
応
任
務
分
野
の
背
景

中
核
的
能
力
を
展
開
す
る
た
め
の
対
応
活
動

●
連
携
体
制
と
統
合

地
方
の
連
携
体
制

州
の
連
携
体
制

民
間
部
門
の
連
携
体
制

連
邦
の
連
携
体
制

運
用
調
整

統
合

●
他
の
任
務
分
野
と
の
関
係

●
運
用
計
画
策
定

対
応
運
用
計
画
策
定

計
画
策
定
の
前
提

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
適
用

●
援
助
資
源

●
結
論

　

こ
の
う
ち
、「
役
割
と
責
任
」
の
章
の
「
連

邦
政
府
」
の
項
で
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
に
関
す
る
説
明

が
７
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

以
下
、
ま
ず
は
「
導
入
」
の
章
の
「
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
目
的
と
構
成
」
の
項
の
訳
出
を

中
心
に
、
Ｎ
Ｒ
Ｆ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

（
１
）位
置
付
け

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
は
、「
大
統
領
政
策
令
８
号（
Ｐ
Ｐ

Ｄ
─
８
）：
国
家
防
災
」に
基
づ
く
、
国
家
防

災
シ
ス
テ
ム
の
最
重
要
構
成
要
素
で
あ
る
。

　

Ｐ
Ｐ
Ｄ
─
８
は
、
国
家
安
全
保
障
に
最
も

大
き
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
脅
威
に
対
し
、

組
織
的
に
備
え
る
こ
と
で
、
合
衆
国
の
安
全

　

エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
フ
ァ
ン

ク
シ
ョ
ン（
Ｅ
Ｓ
Ｆ
：Em

ergency Support 
Functions

、
非
常
事
態
支
援
機
能
）は
、
米

国
の
国
家
対
応
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（
Ｎ
Ｒ
Ｆ
：

N
ational Response Fram

ew
ork

）
に
お

け
る
、
連
邦
政
府
の
連
携
体
制
の
主
要
部
分

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

ま
ず
Ｎ
Ｒ
Ｆ
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
、
続

け
て
Ｅ
Ｓ
Ｆ
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
す
る
。

（
０
）基
本
文
書
の
構
成

　

Ｎ
Ｒ
Ｆ
の
基
本
文
書（
全
48
ペ
ー
ジ
）の
目

次
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
●
導
入

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
目
的
と
構
成

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
発
展

Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
と
の
関
係

対
象
者

●
範
囲

指
針

リ
ス
ク
根
拠

●
役
割
と
責
任

個
人
、
家
族
、
世
帯

地
域

非
政
府
組
織

民
間
企
業

地
方
政
府　

州
、
民
族
、
準
州
、
島
嶼
地
域
の
政
府
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●
運
用
本
部
と
連
携
す
る
こ
と

●
他
の
関
係
者
と
連
携
す
る
こ
と

●
任
務
割
当
に
応
じ
て
資
源
を
調
整
す
る
こ
と

●
利
用
可
能
な
全
資
源
を
最
大
活
用
す
る
た

め
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
組
織
と
協
働
す
る

こ
と

●
中
核
的
能
力
の
目
標
達
成
と
、
他
の
Ｅ
Ｓ

Ｆ
の
任
務
達
成
に
向
け
て
進
捗
状
況
を
監

視
す
る
こ
と

●
準
備
状
況
に
関
す
る
特
定
状
況
下
お
よ
び

定
期
的
評
価
の
一
部
と
し
て
進
捗
情
報
を

提
供
す
る
こ
と

●
イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理
計
画
を
策
定
す
る
こ
と

●
短
期
的
な
復
旧
作
業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と

●
長
期
的
な
復
旧
へ
の
移
行
計
画
を
策
定
す

る
こ
と

●
省
庁
間
に
ま
た
が
る
緊
急
事
態
対
応
援
助

チ
ー
ム
を
援
助
す
る
た
め
、
訓
練
さ
れ
た

要
員
を
維
持
す
る
こ
と

●
新
規
の
、
ま
た
は
顕
在
化
し
た
脅
威
や
危

険
の
予
防
や
対
応
、
ま
た
は
変
化
す
る
リ
ス

ク
へ
の
対
応
力
の
検
証
と
向
上
に
必
要
な
、

新
し
い
装
備
や
能
力
を
特
定
す
る
こ
と

●
障
害
者
を
含
む
地
域
全
体
の
た
め
、
物

理
的
な
ア
ク
セ
ス
可
能
性
／
計
画
に
沿
っ

た
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
／
効
果
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
こ
と

③
援
助
機
関

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
援
助
機
関
は
、
主
要
機
関
が
Ｅ

Ｓ
Ｆ
の
任
務
を
実
践
す
る
際
に
、
そ
れ
を
援

助
す
る
特
定
の
能
力
や
資
源
を
持
つ
。

援
助
機
関
の
典
型
的
活
動
は
以
下
の
通
り
。

●
イ
ン
シ
デ
ン
ト
管
理
計
画
の
策
定
に
参
画

す
る
こ
と

●
短
期
的
な
復
旧
作
業
計
画
の
策
定
に
参
画

す
る
こ
と

●
長
期
的
な
復
旧
へ
の
移
行
計
画
の
策
定
に

参
画
す
る
こ
と

●
援
助
運
用
計
画
を
開
発
す
る
こ
と

●
標
準
業
務
手
順
（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
）
を
開
発
す
る

こ
と

●
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
開
発
す
る
こ
と

●
そ
の
他
の
業
務
補
助
資
料
を
開
発
す
る
こ
と

●
準
備
状
況
の
定
期
評
価
に
情
報
を
提
供
す

る
こ
と

体
制
を
発
動
す
る
と
、
本
部
、
地
域
、
イ
ン

シ
デ
ン
ト
現
場
に
ス
タ
ッ
フ
が
配
置
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
お
よ
び
合
衆
国
法
典
第

６
編
第
７
４
１
条
（
４
）
並
び
に
第
７
５
３

条（
ｃ
）に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
全
般
に
わ
た
り

連
邦
政
府
の
省
庁
か
ら
資
源
と
サ
ー
ビ
ス
を

手
に
入
れ
る
た
め
に
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
全
て
の

レ
ベ
ル
に
対
し
任
務
割
当
を
発
す
る
こ
と
が

あ
る
。

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
が
定
め
る

イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
対
す
る
、
連
邦
政
府
レ
ベ

ル
で
の
、
唯
一
で
は
な
い
が
主
要
な
対
応
連

携
体
制
で
あ
る
。

　

地
域
／
州
／
地
方
／
そ
し
て
連
邦
政
府
の

各
省
庁
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
体
制
を
発
動
す
る
こ
と

の
ほ
か
、
他
の
連
携
体
制
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
所
や
脅
威
に
見
合
っ
た
協
力
相
手
や
当
局

を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

ど
ん
な
体
制
を
利
用
す
る
に
し
ろ
、
体
制

発
動
の
際
に
は
連
邦
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
と
密
に
連
携

し
て
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
現
場
、
地
域
、
本
部

の
各
レ
ベ
ル
で
事
に
当
た
る
こ
と
が
強
く
望

ま
れ
る
。

　

連
邦
政
府
の
連
携
体
制
の
特
徴
的
な
例
を

以
下
に
記
す
。

●
部
族
支
援
連
携
グ
ル
ー
プ（
Ｔ
Ａ
Ｃ
─
Ｇ
）

　

連
邦
／
州
／
地
方
の
各
レ
ベ
ル
の
政
府

は
、
部
族
の
領
地
に
影
響
を
及
ぼ
す
災
害
へ

の
対
応
に
お
い
て
共
通
の
目
的
を
達
す
る
た

め
、
部
族
政
府
と
の
間
で
効
果
的
な
協
働
関

係
を
育
ん
で
い
る
。

　

Ｔ
Ａ
Ｃ
─
Ｇ
は
、
緊
急
事
態
管
理
を
強
化

す
る
た
め
の
協
力
と
協
働
に
熱
心
な
、
多
種

多
様
な
連
邦
政
府
組
織
か
ら
構
成
さ
れ
て
お

り
、
連
邦
政
府
が
認
定
し
た
５
６
０
を
超
え

る
部
族
連
合
と
関
係
を
構
築
し
て
い
る
。

（
５
）ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
に
該
当
し
な
い

連
携
体
制

　

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
連
邦
政
府
の
対

応
資
源
を
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
に
該
当
す
る

イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
も
該
当
し
な
い
イ
ン
シ
デ

ン
ト
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
に
該

当
し
な
い
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
常

に
Ｅ
Ｓ
Ｆ
が
適
切
な
対
応
連
携
体
制
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。

　

ス
タ
フ
ォ
ー
ド
宣
言
が
な
さ
れ
な
い
イ
ン

シ
デ
ン
ト
に
は
、
主
た
る
法
的
権
限
を
持
つ

省
庁
が
、
そ
の
権
限
に
見
合
っ
た
連
携
体
制

を
発
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
体

制
は
、
通
常
、
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
の
概
念
と
原
則
に

基
づ
い
て
組
織
さ
れ
る
。

　

省
庁
は
自
ら
の
体
制
に
加
え
、
自
ら
の
法

的
権
限
に
基
づ
き
対
応
を
行
い
つ
つ
、
国
土

安
全
保
障
省
長
官
に
対
し
、
関
連
す
る
Ｅ
Ｓ

Ｆ
体
制
の
発
動
を
要
請
で
き
る
。

国
土
安
全
保
障
省
長
官
は
、
大
統
領
令
に
基

づ
き
、
主
た
る
法
的
権
限
を
持
ち
Ｅ
Ｓ
Ｆ
ま

た
は
他
の
連
携
体
制
を
発
動
す
る
権
限
を
留

保
し
て
い
る
省
庁
の
長
と
、
適
切
に
連
携
を

と
る
。

◆

　

次
回
は
Ｅ
Ｓ
Ｆ
付
属
書
の
内
容
を
紹
介
す

る
。

●
機
関
に
ま
た
が
る
緊
急
事
態
対
応
援
助
チ

ー
ム
を
援
助
す
る
た
め
、
訓
練
さ
れ
た
要

員
を
維
持
す
る
こ
と

●
新
規
の
、
ま
た
は
顕
在
化
し
た
脅
威
や
危

険
へ
の
対
応
、
ま
た
は
既
存
の
脅
威
へ
の

対
応
力
向
上
に
必
要
な
、
新
し
い
装
備
や

能
力
を
特
定
す
る
こ
と

●
対
応
任
務
の
割
当
に
応
じ
て
資
源
を
調
整

す
る
こ
と

④
Ｅ
Ｓ
Ｆ
リ
ー
ダ
ー
ズ
グ
ル
ー
プ

（
Ｅ
Ｓ
Ｆ
Ｌ
Ｇ
）

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
Ｌ
Ｇ
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
調
整
機
関
と

し
て
指
定
さ
れ
た
連
邦
政
府
省
庁
、
ま
た
は

Ｎ
Ｒ
Ｆ
の
他
の
付
属
書
の
調
整
機
関
で
構
成

さ
れ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
は
Ｅ
Ｓ
Ｆ
Ｌ
Ｇ
を
リ
ー

ド
し
、
会
議
招
集
や
そ
の
他
の
事
務
局
機
能

に
関
す
る
責
任
を
有
す
る
。

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
Ｌ
Ｇ 

は
、
連
邦
政
府
の
イ
ン
シ

デ
ン
ト
対
応
に
役
割
を
持
つ
省
庁
に
、方
針
、

準
備
状
況
、
訓
練
な
ど
の
共
同
対
処
案
件
に

関
す
る
情
報
共
有
の
場
を
提
供
す
る
。

（
４
）Ｅ
Ｓ
Ｆ
体
制
の
発
動

　

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
を
援
助
す
る
省
庁

は
、
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
に
該
当
す
る
イ
ン
シ

デ
ン
ト
と
該
当
し
な
い
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
両

方
に
つ
い
て
、
そ
の
対
応
活
動
を
援
助
す
る

た
め
、
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
ま
た
は
国
土
安
全
保
障
省

長
官
に
よ
り
選
択
的
に
体
制
発
動
を
指
示
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
連
邦
政
府
の
援
助
を
必

要
と
す
る
す
べ
て
の
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
対
し

て
Ｅ
Ｓ
Ｆ
が
発
動
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
を
援
助
す
る
省
庁
が

　

連
邦
政
府
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
15
機
能
、
お
よ
び

そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
次
の
通
り

で
あ
る
。　

　

す
べ
て
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
共
通
の
中
核
的
能

力
―
計
画
策
定
／
広
報
と
警
報
／
運
用
連

携
―
の
援
助
を
行
う
。

＃
１	

輸
送

：
運
輸
省

＃
２	

通
信

：
国
土
安
全
保
障
省（
Ｄ
Ｈ
Ｓ
）

：
全
米
通
信
シ
ス
テ
ム

＃
３	

公
共
事
業
・
土
木
工
事

：
国
防
総
省（
Ｄ
Ｏ
Ｄ
）

：
陸
軍
工
兵
司
令
部

＃
４	

消
防

：
農
務
省（
Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ
）

：
林
野
局

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

：
連
邦
緊
急
事
態
管
理
庁（
Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ
）

：
消
防
本
部

＃
５	

情
報
お
よ
び
計
画
策
定

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

：Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ

＃
６	

大
衆
保
護
、
緊
急
事
態
支
援
、
仮
設

住
宅
、
人
的
サ
ー
ビ
ス

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

：Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ

＃
７	

物
資
調
達

：
共
通
役
務
庁

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

：Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
が
提
供
す
る
資
源
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｓ

の
資
源
分
類
と
極
力
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

①
Ｅ
Ｓ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
特
定
の
Ｅ

Ｓ
Ｆ
の
準
備
活
動
を
監
督
し
、
主
要
機
関
お

よ
び
援
助
機
関
と
連
携
す
る
。

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
以
下
の
責

任
を
有
す
る
。

●
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
主
要
機
関
お
よ
び
援
助
機
関
と

の
間
で
の
、
電
話
会
議
／
対
面
会
議
／
訓

練
活
動
／
演
習
、
を
通
じ
て
連
絡
を
維
持

す
る
こ
と

●
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
進
捗
状
況
が
、
援
助
対
象
で
あ

る
中
核
的
能
力
の
目
標
に
見
合
っ
て
い
る

の
を
監
視
す
る
こ
と

●
対
応
す
る
民
間
企
業
／
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
連
邦
政

府
の
関
係
先
と
連
携
す
る
こ
と

●
Ｅ
Ｓ
Ｆ
を
、
適
切
な
計
画
策
定
と
準
備
活

動
に
確
実
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

②
主
要
機
関

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
主
要
機
関
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
特
定

機
能
に
つ
い
て
の
重
大
な
権
限
／
役
割
／
資

源
／
能
力
を
持
つ
。

　

主
要
機
関
は
以
下
の
責
任
を
有
す
る
。

●
適
切
な
中
核
的
対
応
力
と
、
他
の
Ｅ
Ｓ
Ｆ

の
任
務
の
た
め
、
自
ら
の
機
能
分
野
に
お

け
る
援
助
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と

●
援
助
機
関
に
支
援
を
要
請
す
る
こ
と

●
（
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
法
で
定
め
る
イ
ン
シ
デ
ン

ト
に
お
け
る
）任
務
割
当
を
管
理
す
る
こ
と

●
援
助
機
関
と
連
携
す
る
こ
と

●
適
切
な
州
政
府
の
公
務
員
と
連
携
す
る
こ
と

＃
８	

公
衆
衛
生
と
医
療

：
保
健
福
祉
省

＃
９	

捜
索
救
難

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

：Ｆ
Ｅ
Ｍ
Ａ

＃
10	

石
油
お
よ
び
危
険
物
対
応

：
環
境
保
護
庁

＃
11	

農
業
と
天
然
資
源

：Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ

＃
12	

エ
ネ
ル
ギ
ー

：
エ
ネ
ル
ギ
ー
省

＃
13	

公
安
・
治
安

：
司
法
省

：
ア
ル
コ
ー
ル
／
タ
バ
コ
／
火
器
お
よ
び

爆
発
物
取
締
局

＃
14	

（
国
家
災
害
復
興
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に

統
合
）

＃
15	
対
外
業
務

：Ｄ
Ｈ
Ｓ

（
３
）Ｅ
Ｓ
Ｆ
メ
ン
バ
ー
の
役
割
と
責
任

　

Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
い
か
な
る
単
一
の
組
織
に
も
完

全
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
省
庁
が
そ
の

法
的
権
限
を
行
使
す
る
た
め
の
仕
組
み
で
も

な
い
。

　

各
Ｅ
Ｓ
Ｆ
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｆ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

に
指
定
さ
れ
た
省
庁
と
、
数
多
く
の
主
要
機

関
お
よ
び
援
助
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　

主
要 

機
関
は
、
そ
の
権
限
／
資
源
／
能

力
に
基
づ
い
て
指
定
さ
れ
る
。

援
助
機
関
は
、
担
当
す
る
機
能
領
域
に
お
け

る
資
源
お
よ
び
能
力
に
基
づ
い
て
割
り
当
て

ら
れ
る
。

（
２
）Ｅ
Ｓ
Ｆ
の
15
機
能
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